
平成26年 新潟県は様々な自然災害からの節目を迎えます

中越大震災から１０年
平成16年10月23日に発生した中越
大震災は、死者68人、重軽傷者
4,795人、避難者約10万人、住宅損
壊約12万棟など甚大な直接被害を
もたらすとともに、県内全域に大き
な経済的影響を及ぼしました。

７．１３水害から１０年
平成16年７月13日未曾有の豪雨に
より、五十嵐川・刈谷田川では洪水
による堤防決壊で三条市や長岡市
（旧中之島町）などで大きな被害が
発生しました。

平成２６年は新潟県の様々な自然災害から節目の年を迎え、これまでの防災・減災・復興などの取
り組みを県民や全国に発信する絶好の機会と考えられます。

新潟地震から５０年
昭和39年6月16日に発生した新潟
地震は、構造物の倒壊・傾斜のほ
か、液状化、津波、原油タンクから
の火災など都市災害の複合性を典
型的に示す被害が続出しました。

新潟焼山火山災害から４０年
昭和49年 7月28日未明、糸魚川
市と妙高市に跨がる新潟焼山で爆
発的な噴火が始まり、火口から半
径約800mの範囲に岩塊が落下し、
3名の登山者が死亡する被害が発
生しました。

自然災害から得られた貴重な教訓を、風化させることなく後世に語り継ぎ、
防災・減災に向けた地域づくり・まちづくりの機運を高める統一キャンペーン

「防災･減災 新潟プロジェクト2014」の展開

平成２６年 新潟県は
全国から注目される年に

資料-5-2

1



 

                            

 
「防災・減災 新潟プロジェクト２０１４」 

統一キャンペーン実行委員会 

 
設 立 趣 意 書 

 

 

 

  平成 26 年に新潟地震 50 年、新潟焼山火山災害 40 年、中越大震災 10 年及び、7.13

水害 10 年の節目の年を迎えます。この間、新潟県では中越沖地震が発生するなど度重

なる自然災害に見舞われてきました。そして、全国でも阪神淡路大震災、東日本大震災

など未曾有の大災害が発生しています。 

 

 私たちは、このような地震災害や火山災害及び、風水害などの自然災害から得られた

貴重な教訓を、風化させることなく後世に語り継ぎ、多方面で防災・減災に生かさねば

なりません。そして、防災・減災の取組を広く県民の皆様に知っていただき、社会全体

で防災・減災に備えることは極めて重要です。 

 

 自然災害からの節目の年を迎えるにあたり、広く県民の防災・減災に向けた地域づく

り・まちづくりの機運を高めるため、民・産・学・官が結集、連携した広報活動を展開

する「統一キャンペーン実行委員会」を設置するものです。 
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「防災・減災 新潟プロジェクト２０１４」 

統一キャンペーン実行委員会 規約 
                                     

                                     

 

第 1 条 目的 

  新潟地震 50 年、新潟焼山火山災害 40 年、中越大震災 10 年及び、7.13 水害 10 年

の節目の年を迎えるにあたり、関係機関が実施する防災・減災にかかる広報事業を

連携させ、円滑かつ効果的に展開することにより、様々な自然災害から得られた貴

重な教訓を風化させることなく後世に語り継ぐとともに、防災・減災に向けた地域

づくり・まちづくりの機運を高めるため、関係機関、団体による「統一キャンペー

ン実行委員会」(以下、「委員会」という)を設置する。 

 

第 2 条 組織 

1.委員会は、別表に掲げる者により組織する。 

2.委員長は、委員会を統括する。 

3.委員会には、顧問を置き必要な助言を得ることができる。 

 

第 3 条 招集 

  委員会を開催する必要があるときは、委員長が招集する。 

 

第 4 条 業務 

  委員会は第 1 条の目的を達成するため、関係機関が実施するメモリアル事業等と連

携して、以下の業務を行う。 

・統一キャンペーン共通の標語、シンボルマーク及び、映像等の制定 

・統一キャンペーンの開始宣言 

・統一キャンペーン事業計画の発表 

・統一キャンペーンの情報発信 

・第 2 条 1.別表の組織への登録 

・関係機関、団体相互の情報共有や情報発信のためのプラットホームの設置及   

び管理・運営 

・その他統一キャンペーンに必要な業務 

 

第 5 条 統一キャンペーンの実施期間 

  統一キャンペーンの実施期間は平成 26年 1月 1日から同年 12月 31日までとする。 
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第 6 条 事務局 

  第 4 条の業務を行うため、北陸地方整備局企画部企画課に事務局を置く。 

 

第 7 条 解散 

  委員会は、別に委員会の決議がない場合、第 5 条の期間の終了をもって解散するも

のとする。 

 

第 8 条 雑則 

   この規約に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は委員長が定める。 

 

 

附則 この規約は、平成 25 年 10 月 23 日から施行する。 
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別表 

 

「防災・減災 新潟プロジェクト２０１４」 
統一キャンペーン実行委員会 組織 

 

 

構成機関  北陸地方整備局、新潟県、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、 

      小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、魚沼市、南魚沼市、 

      中越防災安全推進機構、新潟日報社 

 

組織体制 （敬称略） 

顧 問  新潟県知事                  泉田 裕彦 

顧 問  公益社団法人 中越防災安全推進機構 

理事長                       伊藤  滋 

委員長  北陸地方整備局長            野田  徹  

委 員  新潟市長                    篠田  昭 

委 員  長岡市長                     森   民夫 

委 員  三条市長                    國定 勇人 

委 員    柏崎市長                    会田  洋 

委 員  小千谷市長                  谷井 靖夫 

委 員  十日町市長                  関口 芳史 

委 員  見附市長                    久住 時男 

委 員  糸魚川市長                  米田  徹 

委 員  魚沼市長                    大平 悦子 

委 員  南魚沼市長                  井口 一郎 

委 員  新潟日報社 代表取締役社長  高橋 道映 

 

事務局    北陸地方整備局 企画部 企画課 
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